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健康保険部 

議案第３号 令和６年度大津市一般会計補正予算（第１０号）の 

うち、健康保険部の所管する部分 

 

それでは、議案第３号、令和６年度大津市一般会計補正予算（第１

０号）のうち、健康保険部が所管する部分について御説明いたします。 

まず、今回の人件費補正にかかる給与改定の概要について、御説明

申し上げます。 

今回の給与改定につきましては、令和６年の人事院勧告等に基づ

き、常勤職員及び会計年度任用職員の給与を改定しようとするもの

でございます。 

資料「令和６年度大津市職員の給与改定について」に沿って御説明

を申し上げます。 

まず、常勤職員の改定について説明いたします。 

（１）の給料表の改定を御覧ください。 

給料については、今回の人事院勧告による増額改定により、行政職

給料適用者では、平均引上率としては、３．０６％、平均引上額は、

９，５６５円となります。他の給料表においては記載の通りであり、

実施時期は令和６年４月１日に遡及適用するものであります。 

２ページ目をお願いいたします。 

（２）の期末・勤勉手当の改定についてでありますが、令和６年度

は１２月期に、一般職は期末手当・勤勉手当をそれぞれ０．０５月、
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暫定再任用職員は、それぞれ０．０２５月引き上げるものであります。 

３ページ目をお願いいたします。 

令和７年度における期末・勤勉手当については、令和６年度１２月

に引き上げた月数を、令和７年度６月及び１２月に均等に配分して

引上げを行います。 

このため、一般職員の期末手当及び勤勉手当について、それぞれ０．

０２５月ずつ引き上げし、暫定再任用職員は、それぞれ０．０１２５

月ずつ引き上げるものです。 

４ページ目をお願いいたします。 

（４）の給与改定率でありますが、給料の改定による地域手当のは

ねかえり分を含めた給与改定率は２．７１％となり、給与改定額は 

１０，３８８円となるものであります。 

５ページ目をお願いいたします。 

（５）の給与改定に伴う会計別所要額でありますが、一般会計、特

別会計、企業会計を合わせて、人事院勧告に伴う影響額が５億４，３

００万円余りの所要額となるものであります。 

６ページ目には、給料、地域手当、期末勤勉手当について、各会計

別の影響額を記載しております。 

７ページ目をお願いいたします。 

次に会計年度任用職員の改定について御説明します。 

会計年度任用職員についても、人事院勧告等の内容を踏まえた改

定を行うとともに、近年の賃金の上昇を踏まえ、特殊な専門的知識を
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必要とする業務等に従事するパートタイム会計年度任用職員の月額

報酬の上限額について改正を行うものです。 

（１）の給料表の改定ですが、会計年度任用職員についても、国の

給料表に対応して同様の改定を行います。 例としまして、行政職給

料表の改定額は月額２万９００円から２万６千３００円となってお

ります。 

８ページ目をお願いいたします。 

（２）の期末勤勉手当につきましては、常勤職員と同様の改定を行

うものです。 

９ページ目をお願いいたします。 

（３）の月額報酬の上限額の改定は、近年の賃金の上昇を踏まえた

対応であり、現状の月額５６万４千５００円から月額５８万７千８

００円に引き上げるものです。 

１０ページ目をお願いいたします。 

（４）の影響額ですが、給料・報酬が５億３千万円余り、期末勤勉

手当が１億８千６００万円余り、合計で７億１千７００万円余りの

増額となるものであります。 

また、個別の職員に係る具体例として、事務補助の職員で、１日７

時間、週５日勤務である場合の初年度の給与について、改定前後の金

額を記載しております。月額で約２万１千円、期末勤勉手当を含む年

額では、約３７万円の増額となります。 

以上が、給与改定の概要でございます。 
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次に、歳入について御説明いたします。 

大津市予算関係議案、一般会計予算説明書の２０ページをお願い

いたします。 

款１５使用料及び手数料、項２手数料、目２民生手数料、節１社会

福祉手数料、説明欄の介護予防計画作成手数料は、あんしん長寿相談

所等が行う、要支援の方や、総合事業対象者の方の介護予防ケアプラ

ン等の作成にかかる手数料の補正です。 

２２ページをお願いいたします。 

目３衛生手数料、節１保健衛生手数料、説明欄の診療所開設許可等

手数料から毒物劇物販売業許可手数料までは、許可申請等の審査に

係る手数料の補正です。 

説明欄の犬の登録等手数料は、狂犬病予防注射済票の交付及び新

規登録等にかかる手数料の補正です。 

説明欄の食品営業許可手数料は、食品営業許可申請に係る手数料

の補正です。 

説明欄の生活衛生営業許可等手数料は、旅館業法などの生活衛生

営業許可等申請に係る手数料の補正です。 

２４ページをお願いいたします。 

款１６国庫支出金、項２国庫補助金、目２民生費国庫補助金、節２

障害福祉費国庫補助金、説明欄の障害者地域生活支援事業費補助金

のうち健康保険部保健所分は、精神障害者等への早期介入・支援事業

に係る国庫補助金の補正であり、会計年度任用職員の雇用経費の補
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正に伴い増額するものです。 

節４児童福祉費国庫補助金、説明欄の子ども・子育て支援交付金の

うち健康保険部保健所分は、利用者支援事業及び乳児家庭全戸訪問

事業等に係る国庫補助金の補正であり、会計年度任用職員の雇用経

費の補正に伴い増額するものです。 

説明欄の出産・子育て応援交付金のうち健康保険部保健所分は、妊

娠期から出産・子育てまで一貫した伴走型相談支援に要する経費に

係る国庫補助金の補正であり、会計年度任用職員の雇用経費の補正

に伴い増額するものです。 

説明欄の児童虐待防止対策支援事業費補助金のうち健康保険部保

健所分は、地域障害児支援体制強化事業等に係る国庫補助金の補正

であり、国庫補助所要額の増額等に伴い増額するものです。 

目３衛生費国庫補助金、節１保健衛生費国庫補助金、説明欄の特定

感染症検査事業費補助金は、ＨＩＶや肝炎ウイルスなどの感染症の

検査及び風しんの抗体検査並びに相談事業に係る国庫補助金の補正

であり、会計年度任用職員の雇用経費の補正に伴い減額するもので

す。 

説明欄の難病患者地域支援対策推進事業費補助金は、訪問相談員

の育成や難病対策地域協議会の運営等難病患者に対する地域支援対

策に係る国庫補助金の補正であり、会計年度任用職員の雇用経費の

補正に伴い増額するものです。 

説明欄の母子保健衛生費補助金は、妊娠・出産包括支援事業に係る
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国庫補助金の補正であり、会計年度任用職員の雇用経費の補正に伴

い増額するものです。 

説明欄の結核対策特別促進事業費補助金は、結核の DOTS（直接服

薬確認療法）に要する経費に係る国庫補助金の補正であり、会計年度

任用職員の雇用経費の補正に伴い増額するものです。 

２６ページをお願いいたします。 

項３委託金、目２民生費委託金、節１社会福祉費委託金、説明欄の

拠出制国民年金事務委託金の健康保険部分は、国民年金事務にかか

る必要経費に対して交付される委託金であり、常勤職員給与費及び

会計年度任用職員の雇用経費の補正に伴い増額するものです。 

目３衛生費委託金、節１保健衛生費委託金、説明欄の衛生統計調査

委託金は、国民生活基礎調査及び社会保障・人口問題基本調査等に対

して交付される委託金であり、常勤職員給与費及び会計年度任用職

員の雇用経費の補正に伴い増額するものです。 

款１７県支出金、項２県補助金、目２民生費県補助金、節１障害福

祉費県補助金、説明欄の障害者地域生活支援事業費補助金のうち健

康保険部保健所分は、精神障害者等への早期介入・支援事業に係る県

補助金の補正であり、会計年度任用職員の雇用経費の補正に伴い増

額するものです。 

２８ページをお願いいたします。 

節３児童福祉費県補助金、説明欄の地域障害児支援体制強化事業

補助金のうち健康保険部保健所分は、地域障害児支援体制強化事業
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に係る県補助金の補正であり、新たに採択が見込まれることに伴い

増額するものです。 

説明欄の地域子育て支援事業費補助金のうち健康保険部保健所分

は、利用者支援事業及び乳児家庭全戸訪問事業等に係る補助金であ

り、会計年度任用職員の雇用経費の補正に伴い減額するものです。 

なお、国庫補助金の子ども・子育て支援交付金と対象は同一ですが、

利用者支援事業にかかる補助率が違うため、こちらは減額となりま

す。 

説明欄の子ども・子育て施策推進交付金の健康保険部保健所分は、

妊産婦健康診査等に係る交付金であり、会計年度任用職員の雇用経

費の補正に伴い増額するものです。 

説明欄の出産・子育て応援交付金事業補助金の健康保険部保健所

分は、妊娠期から出産・子育てまで一貫した伴走型相談支援に係る補

助金であり、会計年度任用職員の雇用経費の補正に伴い増額するも

のです。 

目３衛生費県補助金、節１保健衛生費県補助金、説明欄の自殺対策

強化事業交付金は、自殺未遂者に対する支援等の自殺対策に係る交

付金であり、会計年度任用職員の雇用経費の補正に伴い減額するも

のです。 

３０ページをお願いいたします。 

項３委託金、目３衛生費委託金、節１保健衛生費委託金、説明欄の

特定疾患治療研究事業委託金は、原因不明で治療方法が確立してい
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ない指定難病に係る医療費助成の申請受付等に係る委託金であり、

会計年度任用職員の雇用経費の補正等に伴い減額するものです。 

説明欄の母子保健事業委託金は、周産期保健医療連絡調整会議に

係る委託金であり、常勤職員給与費の補正に伴い増額するものです。 

款２２諸収入、項４雑入、目４雑入、節３民生費雑入、説明欄の一

体的実施受託金は、常勤職員給与費及び会計年度任用職員雇用経費

の補正に伴い増額するものです。 

以上、歳入の説明とさせていただきます。 

続きまして、歳出について御説明いたします。 

４０ページをお願いいたします。 

款３民生費、項１社会福祉費、目１社会福祉総務費、説明欄の１常

勤職員給与費（３７人）は、給与改定等による常勤職員給与費の補正

であり、うち健康保険部は１２人です。 

説明欄の５福祉医療費助成事務費は、給与改定等による会計年度

任用職員の雇用経費の補正です。 

４２ページをお願いいたします。 

目４老人福祉費、説明欄の１常勤職員給与費（２８人）は、給与改

定等による常勤職員給与費の補正です。 

説明欄の２老人福祉対策費から４会計年度任用職員雇用経費まで

の各項目は、給与改定等による会計年度任用職員の雇用経費の補正

です。 

目５国民年金費、説明欄の１常勤職員給与費（３人）は、給与改定
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等による常勤職員給与費の補正です。 

説明欄の２国民年金事務費は、給与改定等による会計年度任用職

員の雇用経費の補正です。 

目６国民健康保険事業特別会計繰出金、目７介護保険事業特別会

計繰出金及び目８後期高齢者医療事業特別会計繰出金は、各特別会

計予算の補正に伴う繰出金の補正です。 

４６ページをお願いいたします。 

款４衛生費、項１保健衛生費、目１保健衛生総務費、説明欄の１常

勤職員給与費（２１人）は、給与改定等による常勤職員給与費の補正

です。 

説明欄の２医務薬務等指導費から６会計年度任用職員雇用経費ま

での各項目は、給与改定等による会計年度任用職員の雇用経費の補

正です。 

目２予防費、説明欄の１常勤職員給与費（２６人）は、給与改定等

による常勤職員給与費の補正です。 

説明欄の２狂犬病予防対策費から４予防接種対策費までの各項目

は、給与改定等による会計年度任用職員の雇用経費の補正です。 

目３総合保健センター運営費、説明欄の１常勤職員給与費（６３人）

は、給与改定等による常勤職員給与費の補正です。 

説明欄の２総合保健センター管理運営費は、給与改定等による会

計年度任用職員の雇用経費の補正です。 

目４母子保健費、説明欄の１常勤職員給与費（７人）は、給与改定
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等による常勤職員給与費の補正です。 

説明欄の２小児保健対策費及び３母性保健対策費は、給与改定等

による会計年度任用職員の雇用経費の補正です。 

４８ページをお願いいたします。 

目６環境衛生費、説明欄の１常勤職員給与費（２９人）は、給与改

定等による常勤職員給与費の補正です。 

以上、議案第３号、令和６年度大津市一般会計補正予算（第１０号）

のうち、健康保険部が所管いたします部分の説明とさせていただき

ます。 

御審査賜りますようよろしくお願いいたします。 


